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有識者等外部の提言や地方公共団体の意見を取り入れつつ、地域力創造施策を進めるとともに、地
域の先進的な取組を全国に紹介している。また、地域における外部人材の活用を支援するとともに、人
材力活性化施策の推進、地域間の連携交流の推進、地域の国際交流・協力の推進、地域の多文化共
生の推進などにより、今後の地域力創造の展開を図る。

【成果指標（アウトカム）】
全国地域づくり人財塾修了者数182人（令和元年度）、ＪＥＴプログラム招致人数5,761人（令和元年度）
【活動指標（アウトプット）】
地域力創造に関する施策説明会等の開催回数：13回（令和元年度）
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
地域振興に必要な経費を措置することにより、全国地域づくり人財塾の修了者が増加するなど、地域
づくりに関する知識・経験を持った人が増加し、人材力の活性化や地域間の連携交流などが図られる
ことで、地域の活性化に寄与する。
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達成手段
（開始年度）

予算額（執行額）（※3）
関連する

指標
(※4)

達成手段の概要等
令和２年度行政事業

レビュー事業番号

平成30年度 令和元年度 令和２年度

(2) 「地域経済循環の創造」の推進に要する経費（平成24年度）
3,007百万円

（1,282百万円）
1,504百万円

（1,086百万円）
2,200百万円 1

地域の資源と資金（地域金融機関の融資）を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型事業の立ち上
げを支援するため、民間事業者等が事業化段階で必要となる経費について、地方公共団体が助成を
行う場合、その助成に要する経費の一部を交付する。また、自治体を核として、需要家、地域エネル
ギー会社及び金融機関等、地域の総力を挙げて、バイオマス、廃棄物等の地域資源を活用した地域エ
ネルギー事業を立ち上げるマスタープランの策定を支援する。
さらに、地域経済の好循環の更なる拡大に向け、地域への「ヒト・情報」の流れを創出するため、地域や
地域の人々と多様に関わる「「関係人口」創出・拡大事業」や、地域資産の活用を効率化するための
「シェアリングエコノミー活用推進事業」を通じて、地域の社会課題の解決や新しい生活産業の実装に
よる地域経済の活性化の促進に取り組む地方公共団体を支援する。

【成果指標（アウトカム）】
地域経済循環創造事業交付金交付決定団体の投資効果：2.7倍（令和元年度）
【活動指標（アウトプット）】
地域経済循環創造事業交付金の交付決定事業数：30件（令和元年度）
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
「地域経済循環の創造」の推進に要する経費にて「ローカル10,000プロジェクト」を実施し、雇用吸収力
の大きい地域密着型事業を立ち上げることにより、投資効果や地元雇用創出効果などの経済効果が
創出され、地域の活性化に寄与する。
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(3) 過疎地域振興対策等に要する経費（昭和46年度）
706百万円

（668百万円）
746百万円

（714百万円）
737百万円 3

(1)過疎地域等自立活性化推進交付金
①過疎地域における産業振興、生活の安心・安全確保対策や定住促進対策などの喫緊の諸課題に対
する、先進的で波及性のあるソフト事業を幅広く支援（１件あたり１千万円以内）
②過疎地域における住宅団地の造成や空き家の改修、季節居住団地の造成等に要する経費を支援
（補助率１／２以内）
③過疎地域の廃校舎等を活用して行う、地域振興施設や地域間交流施設等の整備に要する経費を支
援（補助率１／３以内）
④集落ネットワーク圏における日常生活支援機能の確保や地域産業の振興の取組を支援（１件あたり
２千万円以内）
(2)調査委託事業：今後の過疎対策のあり方、過疎地域の自立活性化推進に関する調査事業

【成果指標（アウトカム）】
過疎市町村の人口に対する社会増減数（転入者数－転出者数）の割合：-0.6％(令和２年度)
採択事業の成果目標の達成度：100％(令和２年度)
賃貸・分譲開始の１年後の入居率：80％(令和２年度)
施設利用開始後１年間の施設利用者数：3,000人/件(令和２年度)
小さな拠点の形成数につき、令和２年度末までに1,000箇所
【活動指標（アウトプット）】
過疎地域等自立活性化推進事業の交付件数：21件(令和元年度)
過疎地域集落再編整備事業の交付件数：６件(令和元年度)
過疎地域遊休施設再整備事業の交付件数：３件(令和元年度)
過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業の交付件数：27件(令和元年度)
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
過疎地域振興対策等に要する経費にて、過疎市町村による主体的かつ創意工夫に富んだソフト事業
やハード事業を支援することにより、当該地域の実情に応じた過疎対策が図られ、過疎地域への転入
者数の増加及び転出者数が抑制され、地域の元気を作ることに寄与する。

0015

123百万円
（78百万円）

124百万円
（59百万円）

120百万円(1)
地域振興に必要な経費（「地域経済循環の創造」の推進に要す
る経費、過疎地域振興対策に要する経費、定住自立圏構想推
進費等除く。）
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154百万円 6

地域おこし協力隊の拡充のため、全国サミットや制度説明会等を開催し広く制度の周知を行うととも
に、隊員の経験年数や目的に応じた研修の充実等により、地方自治体の自主的な取組を支援し、地域
への人材還流を推進する。
【成果指標（アウトカム）】
地域協力活動に従事する隊員数：8,000人（令和6年度）
【活動指標（アウトプット）】
全国サミット参加者数：1,000人（令和元年度）
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
地域おこし協力隊の推進に要する経費にて、全国サミットや制度説明会等の開催、隊員への研修の実
施、OB・OGネットワークづくりの推進等により、地域協力活動に従事する地域おこし協力隊員の数につ
いて8,000人を目標として拡充を図ることにより、地方への人材還流の推進に寄与する。
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(6) 地方への移住・交流の推進に要する経費（平成26年度）
137百万円

（136百万円）
93百万円

（92百万円）
93百万円 －
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地方への移住関連情報の提供・相談支援の一元的な窓口として「移住・交流情報ガーデン」を開設し、
移住希望者のニーズに応じて地方自治体に繋ぐこととしているほか、地方への移住・交流に関する都
市住民のニーズや意識、動向の把握を行い、幅広く情報発信する。

【成果指標（アウトカム）】
移住・交流に関するあっせん件数：11,000件（令和2年度）
【活動指標（アウトプット）】
「移住・交流情報ガーデン」来場者数：10,841人（令和元年度）
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
「移住・交流情報ガーデン」において移住希望者のニーズに応じた地方への移住関連情報の提供・相
談支援を実施することにより、地方への移住・交流の機運を醸成することで、地方への人の流れの創出
に寄与する。
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(7) 地域おこし協力隊の推進に要する経費（平成26年度）
135百万円
（94百万円）

150百万円
（129百万円）

(5)
都市・農山漁村の教育交流による地域活性化推進に要する経
費（平成25年度）

39百万円
（10百万円）

37百万円
（15百万円）

30百万円 5

子ども農山漁村交流プロジェクトに取り組む受入地域の活性化のため、外部人材等の多様な人材を活
用した取組について、地方公共団体から提案を受け、その中から他地域のモデルとなるような取組を
委託調査事業として採択し、先進事例を構築。これらの先進事例を紹介する子ども農山漁村交流プロ
ジェクト推進セミナーを開催する。また、地方公共団体が独自で策定する、子供の農山漁村における体
験交流に関する計画の策定を支援する。これらの事業を実施することにより当プロジェクトの一層の推
進を図る。

【成果指標（アウトカム）】
子ども農山漁村交流プロジェクト参加児童数：58,000人 （令和元年度）
【活動指標（アウトプット）】
調査研究の対象とした事例数：６事例（令和元年度）
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
交流モデル事業及び計画策定モデル事業やセミナーを実施することにより先進事例を構築するととも
に、当該先進事例を全国に展開することで子ども農山漁村交流プロジェクトの取組を推進し、参加児童
数が増加することで地域の元気をつくることに寄与する。

(4)

定住自立圏構想推進費（平成21年度）
【新経済・財政再生計画関連：地方行財政改革・分野横断的な取
組分野４－１（持続可能な地方行財政基盤の構築）⑮】
【新経済・財政再生計画 改革工程表のＫＰＩ】

5百万円
（1百万円）

5百万円
（1百万円）

3百万円 4

各定住自立圏の参考となる取組事例について調査・分析を行うとともに、シンポジウムや意見交換会
の開催等によって地方公共団体等への情報提供を行う。

【成果指標（アウトカム）】
総人口に対する地方圏の人口割合：48.2％（令和2年度）
【活動指標（アウトプット）】
定住自立圏の圏域数：127（令和元年度）
【施策目標等の達成又は測定指標の推移に対する寄与の内容】
定住自立圏構想推進費を措置することにより、中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、圏域全体で
必要な生活機能を確保する「定住自立圏構想」を推進し、地方圏での定住の受け皿を形成することを通
じ、地方圏の人口の維持につなげ、地域の元気をつくることに寄与する。

【新経済・財政再生計画 改革工程表のＫＰＩと同じ指標を測定指標として設定しており、上述のとおり、
本事業は、中心市と近隣市町村が相互に役割分担し、圏域全体で必要な生活機能を確保する「定住自
立圏構想」を推進する効果があると見込んでいる。】





2,718百万円
（2,119百万円）

2,523百万円

未来投資戦略2018 平成30年6月15
日

Ⅱ.経済構造革新への基盤づくり
［１］データ駆動型社会の共通インフラの整備
１．基盤システム・技術への投資促進
（３）新たに講ずべき具体的政策
ⅲ)新たな技術・ビジネスへの対応
③シェアリングエコノミーの促進
・地域における社会課題解決や経済の活性化を図るため、自治体等による
モデル的取組事例への支援を行い、低未利用スペースの活用や働き場の
創出などシェアリングエコノミーの活用を促進する。

平成30年6月15
日

第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組
６．地方創生の推進
（１）地方への新しいひとの流れをつくる
（２）中堅・中小企業・小規模事業者への支援
（３）まちづくりとまちの活性化
（４）意欲ある地方自治体への後押し、地方分権改革の推進等
（５）これからの時代にふさわしい国土の均衡ある発展

経済財政運営と改革
の基本方針2019

令和元年6月21
日

第２章 Society5.0時代にふさわしい仕組みづくり
１．成長戦略実行計画をはじめとする成長力の強化
（１）Society5.0時代の実現
（３）人口減少下での地方施策の強化・人材不足への対応
３．地方創生の推進
（１）東京一極集中の是正、地方への新たな人の流れの創出
（４）地方分権改革の推進等
（５）対流促進型国土の形成
５．重要課題への取組
（３）外国人材の受入れとその環境整備
（４）大規模国際大会等の成功とスポーツ・文化芸術立国の実現
（５）資源・エネルギー、環境対策

第３章  経済再生と財政健全化の好循環
１．新経済・財政再生計画の着実な推進
２．経済・財政一体改革の推進等
（１）次世代型行政サービスの構築を通じた効率と質の高い行財政改革
（２）主要分野ごとの改革の取組

Ⅲ 地域経済好循環システムの構築
１．中堅企業・中小企業・小規模事業者の革新／サービス産業の活性化・生
産性向上

地域の雇用や経済を支える中堅・中小企業・小規模事業者、サービス産業
の付加価値を高め、生産性を向上することがローカルアベノミクスの鍵であ
る。

事業者は、地域に根差し、現場感覚に優れ、産業構造などの環境変化に
迅速・柔軟に対応できるという特性を有している一方、生産性の伸び悩みや
人手不足に直面している。

域内外の「ヒト・モノ・カネ・データ」の循環は、これまで地域の事業者へ十
分に行き渡って来なかった。これを改善するとともに、地域に雇用と所得を
生み出し、経済環境の変動等にも強く真に自立した地域経済構造を確立す
ることや、日本経済の抱える課題に先行して直面する中小企業・小規模事
業者の再生を実現することで、日本経済再生の試金石とする。

ⅲ）地域中核・成長企業の投資拡大・生産性向上、人材育成、外需の取り込
みの充実強化
・地域の産官学金等が一体となって取り組む施策を引き続き推進しつつ、こ
のうち、地方創生の観点から革新的な施策の案について提案募集等を行
い、先導性と横展開可能性の最も優れた提案について、地方創生推進交付
金や地域経済循環創造事業交付金、農山漁村振興交付金等関係府省庁に
よる支援策をパッケージで実施する仕組みを推進し、近未来技術の実装等
による新しい地方創生を目指す。

未来投資戦略2017 平成29年6月9
日

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（抜粋）

経済財政運営と改革
の基本方針2018

4,216百万円
（2,301百万円）

政策に関係する内閣の重要政
策（施政方針演説等のうち主な

もの）
政策の予算額・執行額

経済財政運営と改革
の基本方針2020

令和2年7月17
日

第３章  「新たな日常」の実現
２．「新たな日常」が実現される地方創生
（１）東京一極集中型から多核連携型の国づくりへ
５．新たな世界秩序の下での活力ある日本経済の実現
（４）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を中心とした環境・地球規模課題への貢
献



ニッポン一億総活躍
プラン

平成28年６月２
日

５．「戦後最大の名目GDP600兆円」に向けた取組の方向

（11）地方創生
地方は少子高齢化や過疎化の最前線であり、地方創生は、一億総活躍社
会を実現する上で最も緊急度の高い取組の一つである。地域において育ま
れた伝統・文化、人と人とのつながり、日本人の心の豊かさといった財産を
活いかしながら進めていくことが重要である。
「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」21及び「まち・ひと・しごと創
生基本方針2016」22に基づき、ローカルアベノミクスの推進、潜在的希望者
の地方移住・定着の実現、地域の実情に応じた働き方改革、連携中枢都市
圏の形成等を通じ、東京一極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育て
の希望実現、地域特性に即した課題解決を進め、人口減少と地域経済の縮
小を克服する。

成長戦略フォロー
アップ

令和元年6月21
日

Ⅰ.Society5.0の実現
１．デジタル市場のルール整備
(2)新たに講ずべき具体的施策
ⅱ）データ流通の促進
５．スマート公共サービス
（２）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）個人、法人による手続の自動化
ⅱ）行政機関におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進
７．脱炭素社会の実現を目指して
(２)新たに講ずべき具体的政策
ⅳ）エネルギー分野での取組

Ⅲ.人口減少下での地方施策の強化
３．人口急減地域の活性化
(2)新たに講ずべき具体的施策
６．中小企業・小規模事業者の生産性向上
(2)新たに講ずべき具体的施策
７．農林水産業全体にわたる改革とスマート農林水産業の実現
(２)新たに講ずべき具体的施策

まち・ひと・しごと創
生基本方針2017

平成29年６月９
日

Ⅲ.各分野の施策の推進

４．時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連
携する
①まちづくりにおける地域連携の推進
＜概要＞
○定住自立圏
・圏域全体として必要な生活機能等を確保し、地方圏における定住の受け
皿を形成するため、定住自立圏の形成に向けた取組を更に広げるとともに、
各圏域における取組の更なる深化を支援する。
＜具体的取組＞
◎定住自立圏の取組内容の深化
・平成 32 年度に定住自立圏の形成数を 140 圏域とするこを目指す（平成
29 年４月１日現在 ：118 圏域） 。
・より効果的な施策・事業に連携して取り組むことにより定住自立圏の取組
を深化させていくため、年内に定住自立圏共生ビジョンに磨きをかける進捗
管理の方法や定住自立圏の目的達成に効果を発揮した施策を把握し、優
良事例を全国展開することで各圏域の取組を支援する。

④集落生活圏維持のための小さな拠点及び地域運営組織の形成
人口減少や高齢化が著しい中山間地域等においては、一体的な日常生活

圏を構成している「集落生活圏」を維持することが重要であり、将来にわたっ
て地域住民が暮らし続けることができるよう、地域住民が主体となった地域
運営組織の形成を進めるとともに、生活サービス機能の集約・確保、集落生
活圏内外との交通ネットワーク等による「小さな拠点」の形成を推進し、利便
性の高い地域づくりを図る。



まち・ひと・しごと創
生総合戦略（2018改
訂版）

平成30年12月
21日

Ⅲ.今後の施策の方向
３.政策パッケージ
（２）地方への新しいひとの流れをつくる
（オ）地方移住の促進
①地方移住希望者への支援体制
②地方居住の本格推進（都市農村交流、「お試し居住」・「二地域居住」の本
格推進）
③移住・定住施策の好事例の横展開
④「生涯活躍のまち」の推進
⑤「地域おこし協力隊」の拡充
⑥地域の多様な関わりの創出
⑦地方生活の魅力の発信
⑧UIJターンによる起業・就業者創出

まち・ひと・しごと創
生総合戦略（2017改
訂版）

平成29年12月
22日

アクションプラン（個別施策工程表）
(2)-(オ)-⑤ 「地域おこし協力隊」の拡充
●短期・中長期の工程表
2020年KPI（成果目標）
○地域おこし協力隊の活動隊員数4,000人（2020年度）

本文
Ⅲ.今後の施策の方向
３.政策パッケージ
（4)-(ア)-D-①地方都市における「稼げるまちづくり」の推進等
中心市街地の活性化に関する法律等を活用し、魅力ある地方都市の拠点と
して、ひとの集う「まちの賑わい」づくりを推進するため、関係府省庁の連携
を強化し、インパクト・波及効果の高い民間投資の喚起等を図るなど、商
業、文化、教育、医療、福祉、居住等の複合的な機能の整備支援の充実を
図る。
また、一定の地域にひとと企業が集積することによる「密度の経済」を「稼ぐ
力」の向上につなげていくためには、外国人観光客のインバウンド需要の取
込みや高齢者等の健康長寿サービス需要への対応、若年者・創業者のチャ
レンジによる新たな需要への対応等の視点から、まちづくり会社等の新しい
公共を担う民間主体の経営の安定などのソフト施策と、コンパクトシティの形
成などのハード施策との連携を図ることが不可欠である。このため、地域の
「稼ぐ力」や「地域価値」の向上に向けた地域のまちづくりを支援するため、
関係府省庁一体となって取りまとめた包括的政策パッケージを今後も改訂
するとともに、地方都市における「稼げるまちづくり」の取組事例集「地域の
チャレンジ100」、「ローカル版知的対流拠点づくりマニュアル」の周知を図
り、稼げるまちづくりの取組の全国への展開を図る。

まち ・ひと ・しごと創
生基本方針 2018

平成30年6月15
日

Ⅱ．地方創生の基本方針
１．ライフステージに応じた地方創生の充実・強化
２．「わくわく地方生活実現政策パッケージ」の策定・実行
（１）若者を中心とした UIJ ターン対策の抜本的強化
（２）女性・高齢者等の活躍による新規就業者掘り起こし（６年間で 24 万人）
（３）地方における外国人材の活用
（４）国民の関心を惹きつける効果的・戦略的な情報発信

Ⅲ．各分野の施策推進
１．わくわく地方生活実現政策パッケージ
（１）UIJターンによる起業・就業者創出（６年間で６万人）
（２）女性・高齢者等の活躍による新規就業掘り起こし６年間で 24 万人）
（３）地方における外国人材の活用
（４）地域おこし協力隊の拡充（６年後に８千人）
（５）子供の農山漁村体験の充実




